
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

札幌市の 
医療費助成を拡大します。 

◆お問い合わせ先  各区役所：保健福祉課福祉助成係  市役所：保険企画課医療助成係 
中央区役所  ☎２０５－３３０２   北 区役所  ☎７５７－２４６２   東 区役所  ☎７４１－２４６１  白石区役所  ☎８６１－２４４６  

厚別区役所  ☎８９５－２４７４   豊平区役所  ☎８２２－２４５３   清田区役所  ☎８８９－２０３７  南 区役所  ☎５８２－４７４１ 

西 区役所  ☎６４１－６９４３   手稲区役所  ☎６８１－２４８７   札幌市役所  ☎２１１－２９６０ 

 

 

子ども医療費助成 

○令和６年８月から 
住民税非課税世帯の親（子どもの母または父）の通院費が助成

対象となります。 

新たに 

中学生の通院費 

が助成の対象となります。 

令和６年４月から 令和７年４月から 

○令和６年８月から 
精神障がいのある方（１級の精神障害者保健福祉手帳をお持ち

の方）の入院費が助成対象となります。 

重度心身障がい者医療費助成 ひとり親家庭等医療費助成 

さっぽろ市 
04-F05-23-2252 

R5-4-410 

https://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/iryojosei/index.html  

札幌市 医療費の助成 検  索 

 
 

対   象 中学生まで 高校生まで 

助成内容 通院・入院 

窓口負担 
・初診時一部負担金 医科 580 円、歯科 510 円 

・調剤、柔道整復、はりきゅうマッサージ、再診は０円  

 

受給者証をお持ちでないお子さんは申請が必要です。 

 

 

 

 

※生計維持者の所得が限度額以上の場合は対象となりません。 

 受給者証をお持ちの方は手続不要です。 

平成２１年４月２日～平成２３年４月１日生まれのお子さん 

（令和 6 年 4 月に中学２・３年生になるお子さん） 

➡令和５年１２月中旬に申請書を送付いたします。 

平成１９年４月２日～平成２１年４月１日生まれのお子さん 

（令和 7 年 4 月に高校２・３年生になるお子さん） 

➡令和６年 12 月頃に申請書を送付いたします。 

 受給者証をお持ちの方は手続不要です。 

新たに 

高校生の通院・入院費

が助成の対象となります。 

 


